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「利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

」部会
ぶ か い

作業
さ ぎ ょ う

チーム
ち ー む

報告書
ほ う こ く し ょ

 

 

はじめに－検討
けんとう

の範囲
はんい

と検討
けんとう

視点
してん

 

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

チームでは、障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮称
かしょう

）における利用者
りようしゃ

負担
ふたん

のあり方
かた
を検討
けんとう

した。

その際
さい
、検討
けんとう

の前 提
ぜんてい

として、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

（以下
い か

、自立
じりつ

支援法
しえんほう

）における応益
おうえき

負担
ふたん

とその

負担
ふたん

軽
けい
減
げん
策
さく
の評価
ひょうか

、また実費
じっぴ

負担
ふたん

の現 状
げんじょう

とその軽 減
けいげん

策
さく
の検討
けんとう

をおこなった。 

そのうえで、障 害 者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮称
かしょう

）における利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の基本的
きほんてき

な 考
かんが

え方
かた
の結 論
けつろん

を得
え

た。 

 

結論
けつろん

とその説明
せつめい

 

1．応益
おうえき

負担
ふたん

の問 題 点
もんだいてん

 

（1）結 論
けつろん

 

福祉
ふくし

や医療
いりょう

、コミュニケーション、雇用
こよう

等
とう
の支援
しえん

は、障 害
しょうがい

のある人
ひと
が人
ひと
として生

い
きるうえでの必要

ひつよう

最 低 限
さいていげん

の保障
ほしょう

である。自立
じりつ

支援法
しえんほう

は、それを一 般 的
いっぱんてき

な消費
しょうひ

行為
こうい

としてのサービスと同列
どうれつ

に 扱
あつか

い利益
りえき

としたことに問 題
もんだい

があった。そのため、たとえ 1割
わり
であっても、その負担

ふたん
を本 人
ほんにん

ならびに

配偶者
はいぐうしゃ

を含
ふく
む他
た
の家族
かぞく

に課
か
すべきではない。 

 

（2）説 明
せつめい

 

同 年 代
どうねんだい

の他
た
の者
もの
（以下
い か

、 障 害
しょうがい

のない人
ひと
）は、食事

しょくじ
・排 泄
はいせつ

・移動
いどう

・コミュニケーションなど人
ひと
として

生
い
きるための基礎的

きそてき
な生 活
せいかつ

行為
こうい

を 自
みずか

らの意思
い し

でおこなえるが、身 体
しんたい

もしくは精 神 面
せいしんめん

での機能
きのう

の

障 害
しょうがい

のある人
ひと
たちは、そうした生 活

せいかつ
行為
こうい

が困 難
こんなん

になる。しかもその障 害
しょうがい

と困 難
こんなん

は、 自
みずか

ら望
のぞ

んで負
お
ったわけではない。にもかかわらず、 障 害

しょうがい
のない人

ひと
と同等
どうとう

に生
い
きるために必要

ひつよう
な基礎的
きそてき

な

生 活
せいかつ

行為
こうい

の支援
しえん

を利益
りえき

とし、障 害
しょうがい

のある人
ひと
に負担
ふたん

を課
か
すことは、障 害

しょうがい
のない人

ひと
との 間

あいだ
に新
あら
た

な格差
かくさ

と差別
さべつ

を生
う
むことになる。そのため、 障 害

しょうがい
によって 生

しょう
じる社会

しゃかい
生 活 上
せいかつじょう

の困 難
こんなん

を軽 減
けいげん

す

る支援
しえん

は、社会
しゃかい

が責 任
せきにん

を担
にな
うべきである。 

また厚労省
こうろうしょう

の作成
さくせい

した資料
しりょう

によると、 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス利用者
りようしゃ

のうち、非課税
ひかぜい

世帯
せたい

と 生 活
せいかつ

保護
ほ ご

世帯
せたい

が 86.3％を占
し
めており、ほぼ 9割

わり
に近
ちか
い障 害
しょうがい

のある人
ひと
たちは、低

ひく
い所得
しょとく

水 準
すいじゅん

にあること

が判 明
はんめい

した。自立
じりつ

支援法
しえんほう

の実施
じっし

直後
ちょくご

に 生
しょう
じた利用者

りようしゃ
の負担
ふたん

の増
ぞう
大
だい
や利用
りよう

控
びか
えなどの問 題

もんだい
の

要因
よういん

は、応益
おうえき

負担
ふたん

とともに所得
しょとく

水 準
すいじゅん

の実態
じったい

把握
はあく

が不十分
ふじゅうぶん

であったことにあるといえる（厚労省
こうろうしょう

作成
さくせい

「 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの利用者数
りようしゃすう

、構成比
こうせいひ

」における 2008年
ねん

7
７
月
がつ
時点
じてん

の人 数
にんずう

）。 

なお「ある程度
ていど

の負担
ふたん

があった方
ほう
が、遠慮

えんりょ
せずに支援

しえん
を求
もと
めやすい」という意見

いけん
もあるが、それはそ

もそも支援
しえん

に対
たい
する報 酬

ほうしゅう
（公費
こうひ

）が抑えられたことが背 景
はいけい

にあり、必要
ひつよう

十 分
じゅうぶん

な支給量
しきゅうりょう

や報 酬
ほうしゅう

総 合
そうごう

福 祉
ふくし

部 会
ぶかい

 第 1 5 回
だい１５かい
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しりょう
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が得
え
られれば、「支援

しえん
をお願

ねが
いしている」という遠慮

えんりょ
は解 消
かいしょう

される。 

 

2．負担
ふたん

軽 減
けいげん

策
さく
の効果
こうか

と問 題 点
もんだいてん

 

（1）結 論
けつろん

 

自立
じりつ

支援法
しえんほう

は、所得
しょとく

の低
ひく
い人
ひと
（世帯
せたい

）に対
たい
する負担

ふたん
軽 減
けいげん

策
さく
として、法

ほう
の実施
じっし

時
じ
に介護
かいご

保険
ほけん

と

同様
どうよう

の所得
しょとく

階層
かいそう

別
べつ
の月額
げつがく

負担
ふたん

上 限
じょうげん

を設
もう
けたが、そもそも多

おお
くの障 害

しょうがい
のある人

ひと
の所得
しょとく

水 準
すいじゅん

が低
ひく
いため、まったく軽 減

けいげん
策
さく
としての効果

こうか
がなかった。その後

ご
政府
せいふ

は、法
ほう
実施
じっし

の翌年
よくねん

の 2007年度
ねんど

に

特別
とくべつ

対策
たいさく

を実施
じっし

し、2008年度
ねんど

に緊 急
きんきゅう

措置
そ ち

を実施
じっし

し、2009年度
ねんど

には緊 急
きんきゅう

措置
そ ち

を見直
みなお

した。毎年度
まいねんど

、

制度
せいど

が見直
みなお

されるという前 例
ぜんれい

のない事態
じたい

が続
つづ
いた要因

よういん
は、厚労省

こうろうしょう
が制度
せいど

による影 響
えいきょう

や実態
じったい

を

十 分
じゅうぶん

把握
はあく

することなく、応益
おうえき

負担
ふたん

の根 本 的
こんぽんてき

欠 陥
けっかん

にメスを入
い
れずに部分的

ぶぶんてき
な 修
しゅう

復
ふく
にとどめたか

らであった。 

 

（2）説 明
せつめい

 

厚労省
こうろうしょう

の作成
さくせい

した資料
しりょう

によると、自立
じりつ

支援法
しえんほう

実施
じっし

の 2006年度
ねんど

の 段 階
だんかい

では、在宅者
ざいたくしゃ

のうち

52.2％の人
ひと
が課税
かぜい

世帯
せたい

とされ、 生
しょう
じた応益

おうえき
負担
ふたん

の全額
ぜんがく

の負担
ふたん

を課
か
せられた。この改 善

かいぜん
を目的
もくてき

に

実施
じっし

された特別
とくべつ

対策
たいさく

及
およ
び緊
きん
急措置
きゅうそち

による負担
ふたん

軽 減 者
けいげんしゃ

（負担
ふたん

を減
へ
らす方策

ほうさく
）の 状 況

じょうきょう
を明
あき
らかに

するために、厚労省
こうろうしょう

に資料
しりょう

を 請 求
せいきゅう

したところ、それら負担
ふたん

軽 減
けいげん

策
さく
の対 象 者 数
たいしょうしゃすう

を 抽
ちゅう

出
しゅつ

するこ

とはできないとのことだった。また過去
か こ

においても把握
はあく

した経過
けいか

はないとの回答
かいとう

だった。つまり厚労省
こうろうしょう

は、特別
とくべつ

対策
たいさく

も緊
きん
急措置
きゅうそち

のいずれも、実態
じったい

把握
はあく

や効果
こうか

予測
よそく

をたてないまま実施
じっし

してきたということで

ある。 

そのため利用者
りようしゃ

負担
ふたん

作業
さぎょう

チームでは、東 京
とうきょう

都内
とない

区
く
市町村
しちょうそん

の実態
じったい

をもとに、負担
ふたん

軽 減
けいげん

策
さく
の

問 題 点
もんだいてん

を検討
けんとう

した。自立
じりつ

支援法
しえんほう

の実施
じっし

段 階
だんかい

では、約
やく

60％以上
いじょう

の人
ひと
が課税
かぜい

世帯
せたい

とされ 生
しょう
じた

応益
おうえき

負担
ふたん

の全額
ぜんがく

の負担
ふたん

を強
し
いられた人

ひと
は少
すく
なくなかった。その要因

よういん
は、 収 入

しゅうにゅう
認 定
にんてい

の対 象
たいしょう

に

同居
どうきょ

世帯
せたい

の 収 入
しゅうにゅう

・資産
しさん

が含
ふく
まれたためであった。また特別

とくべつ
対策
たいさく

では、課税
かぜい

世帯
せたい

で負担
ふたん

上 限
じょうげん

額
がく

37,200円
えん
の世帯
せたい

が 38％残
のこ
っていたが、 緊 急

きんきゅう
措置
そ ち

によって 15％になり、資産
しさん

要件
ようけん

調査
ちょうさ

を撤
てっ
廃
ぱい
した

緊 急
きんきゅう

措置
そ ち

の見直
みなお

しによって 8.5％まで 減 少
げんしょう

した。それに対
たい
して、非課税

ひかぜい
世帯
せたい

の負担
ふたん

軽 減
けいげん

策
さく

対 象 者
たいしょうしゃ

は、特別
とくべつ

対策
たいさく

で 19.1％、緊 急
きんきゅう

措置
そ ち

で 49.1％、緊 急
きんきゅう

措置
そ ち

の見直
みなお

しで 56.6％と増加
ぞうか

した。こ

のように負担
ふたん

軽 減
けいげん

策
さく
の効果
こうか

は、 収 入
しゅうにゅう

認 定
にんてい

ならびに資産
しさん

要件
ようけん

の基準
きじゅん

の見直
みなお

し（同居
どうきょ

家族
かぞく

の除
じょ

外
がい
）によってその 対 象

たいしょう
が増

ふ
えた。一方

いっぽう
、グループホーム・ケアホーム入 居 者

にゅうきょしゃ
は、個別

こべつ
減 免
げんめん

が

優 先
ゆうせん

され、負担
ふたん

軽 減
けいげん

策
さく
の対 象
たいしょう

外
がい
とされたため、在宅者

ざいたくしゃ
との 間

あいだ
で負担
ふたん

の格差
かくさ

が生
しょう
じた。 

2010年
ねん

4月
がつ
から自立

じりつ
支援
しえん

給付
きゅうふ

については、非課税
ひかぜい

世帯
せたい

の負担
ふたん

上 限
じょうげん

額
がく
はゼロ円

えん
となったため、

非課税
ひかぜい

世帯
せたい

の負担
ふたん

は 大 幅
おおはば

に軽 減
けいげん

された。しかし課税
かぜい

世帯
せたい

でも、月額
げつがく

上 限
じょうげん

37,200円
えん
の負担
ふたん

能 力
のうりょく

を有
ゆう
する人

ひと
ばかりではなく、また自立

じりつ
支援
しえん

医療
いりょう

や補
ほ
装具
そうぐ

には適用
てきよう

されなかったため、応益
おうえき
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負担
ふたん

の問 題
もんだい

は改 善
かいぜん

されなかった。さらに、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

には非課税
ひかぜい

世帯
せたい

でありながら、

利用料
りようりょう

負担
ふたん

が課
か
せられている 現 状

げんじょう
が残
のこ
されたため、今

いま
も自立
じりつ

支援
しえん

給付
きゅうふ

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

に

おいて、負担
ふたん

の相当
そうとう

な格差
かくさ

が生
しょう
じている。 

 

●厚労省
こうろうしょう

「障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の実施
じっし

状 況
じょうきょう

について」より（2006年
ねん

10月
がつ

23日
にち
） 

所得
し ょ と く

階層
かいそう

 月額
げつがく

負担
ふ た ん

上限
じょうげん

 
厚労省
こうろうしょう

調査
ちょう さ

(101市
し

町村
ちょうそん

)2006
２ ０ ０ ６

年
ねん

6
６

月
がつ

 

在宅
ざいたく

 グループホーム 

課税
か ぜ い

世帯
せ た い

 37,200円 52.2％ 7.7％ 

低所得
ていしょと く

2 24,600円 22.0％ 42.1％ 

低所得
ていしょと く

1 15,000円 12.3％ 30.6％ 

生活
せいかつ

保護
ほ ご

 0円 13.5％ 19.6％ 

 

●厚労省
こうろうしょう

作成
さくせい

「 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービスの利用者数
りようしゃすう

、構成比
こうせいひ

」より（障害児
しょうがいじ

を除
のぞ
く） 

所得
し ょ と く

階層
かいそう

 

「特別
とくべつ

対策
たいさ く

」 「緊急
きんきゅう

措置
そ ち

」 「緊急
きんきゅう

措置
そ ち

」見直
み な お

し 

負担
ふ た ん

上限
じょうげん

 
2007年

ねん

11月
がつ

 
負担
ふ た ん

上限
じょうげん

 
2008年

ねん

7月
がつ

 2009年
ねん

7月
がつ

 

人数
にんずう

（％） 人数
にんずう

（％） 人数
にんずう

（％） 

課税世帯 

37,200円 39,796（8.9） 37,200円 13,616（2.0） 10,276（2.0） 

9,300円 97,569（21.8） 
9,300円 

51,586（10.9） 59,315（11.5） 
4,600円 

低所得 2 

24,600円 

266,761（59.5） 

※ 

24,600円 

361,780（76.2） 

※ 

393,458（75.9） 

※ 

6,150円 3,000円 

3,750円 1,500円 

低所得 1 
15,000円 15,000円 

3,750円 1,500円 

生活保護 0円 43,765（9.8） 0円 47,905（10.1） 54,839（10.6） 

合   計 447,891（100）  474,887(100) 517,888(100) 

※ 低所得者
ていしょとくしゃ

の実数
じっすう

は把握
はあく

していたが、負担
ふたん

上 限
じょうげん

額
がく
ごとの実数

じっすう
は未把握
みはあく

だった。 

●東
とう
京都区
きょうとく

市町村
しちょうそん

における所得
しょとく

階層
かいそう

別
べつ
負担
ふたん

上 限
じょうげん

額
がく
の 状 況
じょうきょう

 

所得
し ょ と く

 

階層
かいそう

 

「特別
とくべつ

対策
たいさ く

」 「緊急
きんきゅう

措置
そ ち

」 
「緊急
きんきゅう

措置
そ ち

」 

見直
み な お

し 

負担
ふ た ん

上限
じょうげん

 
2008年

ねん

4月
がつ

 
負担
ふ た ん

上限
じょうげん

 
2008年

ねん

7月
がつ

 2009年 4月 2009年
ねん

7月
がつ

 

人数
にんずう

 ％ 人数
にんずう

 ％ 人数
にんずう

 ％ 人数
にんずう

 ％ 
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課税
か ぜ い

 

世帯
せ た い

 

37,200円 9,578 38.0 37,200円 3,793 15.1 4,143 12.8 2,813 8.5 

9,300円 4,923 19.5 
9,300円 748 

10.5 
1,017 

10.8 
1,498 

25.3 
4,600円 1,896 2,518 3,586 

低所
ていしょ

 

得
と く

2 

24,600円 1,582 6.3 24,600円 1,927 7.7 2,570 7.9 739 2.2 

6,150円 1,962 
14.4 

3,000円 3,775 
35.5 

4,414 
34.9 

5,513 
40.9 

3,750円 1,654 1,500円 5,176 6,922 8,059 

低所
ていしょ

 

得
と く

1 

15,000円 487 1.9 15,000円 475 1.9 903 2.8 280 0.8 

3,750円 1,197 4.7 1,500円 3,415 13.6 4,661 14.4 5,231 15.7 

生保
せ い ほ

 0円 3,825 15.2 0円 3,961 15.7 5,318 16.4 5,514 16.6 

合
ご う

   計
けい

 25,208 100.0  25,166 100.0 32,466 100.0 33,233 100.0 

 

3．食費
しょくひ

、高熱水費
こうねつすいひ

、送 迎
そうげい

利用料
りようりょう

等
とう
の実費
じっぴ

負担
ふたん

のあり方
かた
と問 題 点
もんだいてん

 

（1）結 論
けつろん

 

障 害
しょうがい

がある人の健康
けんこう

で文化的
ぶんかてき

な生 活
せいかつ

を保障
ほしょう

する支援
しえん

は、 障 害
しょうがい

のない人
ひと
と同等
どうとう

の立場
たちば

・

権利
けんり

を保障
ほしょう

するという観 点
かんてん

から、無料
むりょう

とすべきだが、食材費
しょくざいひ

や高熱水費
こうねつすいひ

など誰
だれ
もが支払

しはら
う費用
ひよう

は

負担
ふたん

をすべきである。ただし、それを負担
ふたん

するために 十 分
じゅうぶん

な所得
しょとく

保障
ほしょう

が必要
ひつよう

となる。また、実費
じっぴ

負担
ふたん

を課
か
す場合
ばあい

、それが適 切
てきせつ

な負担
ふたん

であるか否
いな
かを制度的

せいどてき
に規制
きせい

することが求
もと
められる。 

 

（2）説 明
せつめい

 

まず自立
じりつ

支援法
しえんほう

実施
じっし

当時
とうじ

、 給 食
きゅうしょく

の食材費
しょくざいひ

だけでなく人件費
じんけんひ

を含
ふく
めて大 幅

おおはば
な削減
さくげん

が実施
じっし

され

たため、通所
つうしょ

施設
しせつ

等
とう
では多額

たがく
の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

が 生
しょう
じた。 食

しょく
材費
ざいひ

は、障 害
しょうがい

のない人
ひと
と同等
どうとう

の立場
たちば

・

権利
けんり

の保障
ほしょう

という観 点
かんてん

から利用者
りようしゃ

負担
ふたん

とすることは妥当
だとう

と 考
かんが

えるが、 前 述
ぜんじゅつ

したように、それに

相当
そうとう

する所得
しょとく

保障
ほしょう

が求
もと
められる。また、とくに障 害

しょうがい
が重
おも
く、咀嚼

そしゃく
・嚥下
えんげ

能 力
のうりょく

等
とう
が 著
いちじる

しく困 難
こんなん

で

ある場合
ばあい

、再調理
さいちょうり

に必要
ひつよう

な人件費
じんけんひ

や特別
とくべつ

な原 料
げんりょう

（とろみ剤
ざい
など）を必要

ひつよう
とする場合

ばあい
があるが、こ

れは、障 害
しょうがい

に 伴
ともな

う必要
ひつよう

な支援
しえん

として、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

とせず公的
こうてき

に支援
しえん

すべきである。 

実費
じっぴ

負担
ふたん

では、欠 席
けっせき

した場合
ばあい

のキャンセル 料
りょう
が問 題
もんだい

となった。 給
きゅう

食費
しょくひ

のキャンセル 料
りょう
を課
か
し

ている事業所
じぎょうしょ

は多
おお
くあり、しかも食材費

しょくざいひ
だけでなく人

じん
件費
けんひ

も含
ふく
めたキャンセル 料

りょう
を 徴 収
ちょうしゅう

している

事
じ
業 者
ぎょうしゃ

が存
そん
在
ざい
した。またインスタントラーメンのお湯代

ゆだい
を 徴 収
ちょうしゅう

している事
じ
業 者
ぎょうしゃ

もあった。こうした

負担
ふたん

のあり方
かた
について、適 切

てきせつ
な基準
きじゅん

を設
もう
ける必要

ひつよう
がある。さらに送迎

そうげい
利用料
りようりょう

の 徴 収
ちょうしゅう

について

は、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の 考
かんが

え方
かた
から送迎

そうげい
は障 害
しょうがい

に 伴
ともな

う支援
しえん

であり、利用料
りようりょう

を 徴 収
ちょうしゅう

すべきではなく、

むしろ公的
こうてき

に支援
しえん

すべきである。送迎
そうげい

利用料
りようりょう

のキャンセル料
りょう
を 徴 収
ちょうしゅう

している事
じ
業 者
ぎょうしゃ

がいるが、

これは論 外
ろんがい

である。 
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グループホーム、ケアホームの食費
しょくひ

・光
こう
熱水費
ねつすいひ

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

は必要
ひつよう

となると思
おも
われるが、家賃

やちん

負担
ふたん

に加
くわ
え、応益

おうえき
負担
ふたん

が 生
しょう
じてしまうことで、一 般

いっぱん
就 労 者
しゅうろうしゃ

や失 業
しつぎょう

直後
ちょくご

の人
ひと
などで入 居

にゅうきょ
が

必要
ひつよう

な人
ひと
が利用
りよう

しにくい問 題
もんだい

が生
しょう
じた。グループホーム・ケアホーム等

とう
の応益
おうえき

負担
ふたん

もあってはなら

ないが、実費
じっぴ

負担
ふたん

の軽 減
けいげん

策
さく
や本 人
ほんにん

に対
たい
する所得

しょとく
保障
ほしょう

の充 実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

である。 

なおガイドヘルパー利用
りよう

の際
さい
、ヘルパーの 入 場 料

にゅうじょうりょう
や交通費
こうつうひ

などの経費
けいひ

を利用者
りようしゃ

本 人
ほんにん

が負担
ふたん

し

ているが、これについても障 害
しょうがい

に 伴
ともな

う必要
ひつよう

な支援
しえん

として公的
こうてき

に保障
ほしょう

されるべきである。 

 

４．自立
じりつ

支援法
しえんほう

ならびに応益
おうえき

負担
ふたん

廃止後
はいしご

の負担
ふたん

のあり方
かた

 

（1）結 論
けつろん

 

障 害
しょうがい

に 伴
ともな

う必要
ひつよう

な支援
しえん

は無料
むりょう

とすべきである。その際
さい
、 障 害
しょうがい

に 伴
ともな

う必要
ひつよう

な支援
しえん

とは、主
おも

に以下
い か

の 6つの分野
ぶんや

に整理
せいり

することができる。 

①相談
そうだん

や制度
せいど

利用
りよう

のための支援
しえん

 

②コミュニケーションのための支援
しえん

 

③日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

を送
おく
るための支援

しえん
や補
ほ
装具
そうぐ

の支給
しきゅう

 

④社会
しゃかい

生 活
せいかつ

・活 動
かつどう

を送
おく
るための支援

しえん
（アクセス・移動

いどう
支援
しえん

を含
ふく
む） 

⑤労働
ろうどう

・雇用
こよう

の支援
しえん

 

⑥医療
いりょう

・リハビリテーションの支援
しえん

 

 

（2）説 明
せつめい

 

障 害
しょうがい

は 自
みずか

ら望
のぞ
んで負

お
ったわけではなく、 障 害

しょうがい
に 伴
ともな

って 生
しょう
じる困 難

こんなん
を軽 減
けいげん

する支援
しえん

は、

社会
しゃかい

が責 任
せきにん

を担
にな
うべきである。また障 害

しょうがい
のない人

ひと
と同等
どうとう

の立場
たちば

・権利
けんり

を保障
ほしょう

する観 点
かんてん

からも、

「 障 害
しょうがい

があるために負担
ふたん

が生
しょう
じる」ということはあってはならない。こうした 考

かんが
え方
かた
から、 前 述

ぜんじゅつ
の

障 害
しょうがい

に 伴
ともな

う必要
ひつよう

な支援
しえん

について、具体的
ぐたいてき

に説 明
せつめい

する。 

①の相談
そうだん

や制度
せいど

利用
りよう

のための支援
しえん

には、 自
みずか

らの希望
きぼう

と最適
さいてき

な選択
せんたく

を尊 重
そんちょう

するために障 害
しょうがい

に配慮
はいりょ

した相談
そうだん

支援
しえん

は、公的
こうてき

な支援
しえん

とし無料
むりょう

とすべきである。 

②のコミュニケーションには手話
しゅわ

、点字
てんじ

、指
ゆび
点字
てんじ

等
とう
が含
ふく
まれることは、もちろんだが、自閉症

じへいしょう
等
とう
の人
ひと

の良 好
りょうこう

なコミュニケーションに必要
ひつよう

なイヤーマフや会話
かいわ

補助用
ほじょよう

機器
き き

(パソコンや携 帯
けいたい

電話
でんわ

などの

電子
でんし

機器
き き

を利用
りよう

したコミュニケーション機器
き き

)なども、日 常
にちじょう

生 活 用
せいかつよう

具
ぐ
に含
ふく
め、無料

むりょう
とすべきである。 

③の日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

を送
おく
るための支援

しえん
では、食事

しょくじ
の再 調
さいちょう

理
り
のためのとろみ剤

ざい
や栄養
えいよう

ゼリー、特殊
とくしゅ

ミキサー等
とう
加工
かこう

設備
せつび

、再調理
さいちょうり

の人件費
じんけんひ

、特別
とくべつ

な食器
しょっき

・器具
き ぐ

など、また紙
かみ
おむつ・ 尿

にょう
パットなどの

排 泄
はいせつ

介助
かいじょ

に必要
ひつよう

な消 耗
しょうもう

品 等
ひんなど

は、日 常
にちじょう

生 活 用
せいかつよう

具
ぐ
に含
ふく
め、無料

むりょう
とすべきである。また、身 体

しんたい

機能
きのう

の障 害
しょうがい

を軽 減
けいげん

するための義肢
ぎ し

・補
ほ
装具
そうぐ

や、障 害
しょうがい

に配慮
はいりょ

した住 宅
じゅうたく

改 修
かいしゅう

工事
こうじ

等
とう
についても

公的
こうてき

な支援
しえん

とし、無料
むりょう

とすべきである。 
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④ 社会
しゃかい

生 活
せいかつ

・ 活 動
かつどう

を送
おく
るための支援

しえん
では、とくに移動

いどう
支援
しえん

に 係
かかわ

る支援者
しえんしゃ

の交通費
こうつうひ

・

入 場 料
にゅうじょうりょう

等
とう
を公的
こうてき

に支援
しえん

すべきである。 

⑤労働
ろうどう

・雇用
こよう

に就
つ
くために必要

ひつよう
な合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

としての環 境
かんきょう

整備
せいび

や人的
じんてき

支援
しえん

、また障 害
しょうがい

に 伴
ともな

う必要
ひつよう

な移動
いどう

支援
しえん

は無料
むりょう

とすべきである。 

⑥医療
いりょう

・リハビリテーションの支援
しえん

では、 障 害
しょうがい

認 定
にんてい

・ 年 金
ねんきん

申 請
しんせい

のための診断書
しんだんしょ

作成
さくせい

や、

障 害
しょうがい

の軽 減
けいげん

・改 善
かいぜん

のための必要
ひつよう

な専 門
せんもん

医療
いりょう

・リハビリテーションは、一 般
いっぱん

医療
いりょう

制度
せいど

のもとで

充 実
じゅうじつ

と地域化
ちいきか

を図
はか
るとともに無料

むりょう
とすべきである。 

 

おわりに 

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

のあり方
かた
を 考
かんが

えるうえでもっとも大 切
たいせつ

な視点
してん

は、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

で定義
ていぎ

された、

障 害
しょうがい

のない「他
た
の者
もの
との対等

たいとう
・ 平 等
びょうどう

の保障
ほしょう

」や「誰
だれ
とどこで暮

く
らすかは 自

みずか
らが決 定

けってい
する」など

の 考
かんが

え方
かた
が大 切
たいせつ

になる。こうした 考
かんが

え方
かた
にもとづいて、 障 害

しょうがい
のない人

ひと
との対等

たいとう
・ 平 等
びょうどう

を

保障
ほしょう

するためには、 障 害
しょうがい

のある人
ひと
の日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

や社会
しゃかい

生 活
せいかつ

に対
たい
する支援

しえん
は公的
こうてき

支援
しえん

とし、

利用料
りようりょう

は無料
むりょう

とすべきである。 

その際
さい
、支援
しえん

の内容
ないよう

や 量
りょう
の適 切
てきせつ

さをどのように確保
かくほ

するのかが課題
かだい

となるが、それは相談
そうだん

支援
しえん

事業
じぎょう

の大 幅
おおはば

な拡 充
かくじゅう

によって解 決
かいけつ

できる。障 害
しょうがい

のある人
ひと
の自己
じ こ

決 定
けってい

と最適
さいてき

な選択
せんたく

を支援
しえん

する

相談
そうだん

支援
しえん

を確立
かくりつ

することによって、支援
しえん

の過不足
かふそく

や不必要
ふひつよう

な支援
しえん

の発 生
はっせい

を防
ふせ
ぐことができる。 


